
1 

 

2018年5月16日発行（臨時号） 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

     宮城労働局メールマガジン 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

１．時間外労働を削減して助成金を受給しましょう 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 みなさんの職場でも「働き方改革」が進められて

いますか？ 「働き方改革」はいろいろなテーマが

ありますが、何よりも長時間労働の削減が最重要 

テーマです。 

 長時間労働（時間外労働）の削減を図る場合に、

何か助成金があると助かるのだが・・・という、企

業の声にお応えして、本年度から「時間外労働等改

善助成金」という助成金が設けられました。 

 事前に３６協定の見直しと届出をし、削減目標を

計画書として労働局に提出することが必要となりま

すが、最大２００万円が支給されます。 

 予算には限りがあり、予算額いっぱいになったと

ころで申請が締め切られてしまいますので、早めに

ご検討ください。 

 なお、具体的にどうやって長時間労働を削減すれ

ばよいか相談したい場合は、宮城労働局が社会保険

労務士会に委託してこの５月７日に開設した「宮城

働き方改革推進支援センター」にお気軽に問い合わ

せください（無料）。 

 

●時間外労働等改善助成金 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/buny

a/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/ 

 

●宮城働き方改革推進支援センター 

http://miyagi-hatarakikata.com/ 

 

【お問合せ先】雇用環境・均等室（022-299-8834) 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/
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２．従業員の賃金引上げの助成金もあります 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 「働き方改革」を支援する助成金は各種あります

が、職場の生産性の向上を通じて従業員の賃金を引

上げた企業に対して支給される助成金があります。 

 具体的には、生産性向上に向けた設備投資等を行

い、職場内で最低額の従業員の賃金を１時間当たり

30円以上引き上げた中小企業に対して、最大100万

円が支給される「業務改善助成金」です。 

 この生産性向上に向けた設備投資等には、従業員

の教育訓練費や経営コンサルティング経費も含まれ

ており、幅広い措置に助成がされますので活用をご

検討ください。 

 こちらも予算には限りがありますのでお早めに。 

 また、具体的にどうやって生産性向上に向けた設

備投資等をすればよいのか相談したい場合は、「宮

城働き方改革推進支援センター」にお気軽に問い合

わせください（無料）。 

 

●業務改善助成金 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-

11200000-Roudoukijunkyoku/30nendo.pdf 

 

●宮城働き方改革推進支援センター 

http://miyagi-hatarakikata.com/ 

 

【お問合せ先】雇用環境・均等室（022-299-8834) 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

３．精神・発達障害のある従業員の応援方法の講座

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 各企業では、精神障害・発達障害のある方々の雇

用が、年々増加してきております。 

 このような中で、各企業に義務付けられている障

害者雇用率も、今年度より２．０％が２．２％に拡

大されましたが、これは精神障害者（発達障害者含

む）が、企業が雇うべき障害者の範囲に含まれるこ

とになったことによります。 

 精神障害・発達障害のある方々が安定して働き続

けるようにするためには、何よりも、職場において

同僚や上司がその人の障害特性について理解し、共

に働く上で配慮があることが重要です。 

 といっても、はじめてのことだと、なかなかわか

らいことだらけですよね。そこで、精神障害・発達

障害のある方がいらっしゃる職場や、これから受け

入れようと検討されている職場の同僚や上司の方を

対象として、精神障害・発達障害に関して正しく理

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/30nendo.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/30nendo.pdf
http://miyagi-hatarakikata.com/
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解いただき、職場における応援者（「精神・発達障

害者しごとサポーター」といいます）となっていた

だくための講座を開催します。 

 この機会に講座に参加して、理解を深めてはいか

がでしょうか。 

 

●講座のお知らせ 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-

roudoukyoku/redirectpage20180521shi

gotosupporteryouseikouza.html 

 

【お問合せ先】職業対策課（022-299-8062） 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４．高年齢者雇用状況報告書の様式が変わりました 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 いまの高年齢者は昔と違って元気にバリバリ働け

る人が増えています。一方少子化のために若年労働

力人口が減っていますので、人手不足の対応策とし

ては、高年齢者の力をどうやって活かすかという工

夫がとても大切になってきています。 

 現在、高年齢者雇用安定法では、各企業に対し 

て、労働者全員が６５歳まで働けるような再雇用や

定年引上げの措置をとることが義務付けられている

とともに、高年齢者雇用の実態について毎年６月１

日現在でハローワークに報告することが義務付けら

れています。 

 今年もこの高年齢者雇用状況報告の時期が近付い

て参りましたが、今年からは若干様式が変更になっ

ています。 

 これは、政府の「働き方改革実行計画」の中で、

企業内での高齢者雇用の在り方について平成32年度

に再検討するものとされていることから、65歳を超

える高年齢者の雇用の現状について把握する必要が

でてきたことによります。 

 報告用紙は概ね３０人以上規模の企業に郵送され

ますので、ご提出をよろしくお願いいたします。 

 詳しくは下記のリンク先をご覧ください。 

 

●様式変更に関するリーフレット 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-

roudoukyoku/redirectpage20180501kourei61yous

ikikaitei.html 

 

【お問合せ先】職業対策課（022-299-8062） 

 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/redirectpage20180521shigotosupporteryouseikouza.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/redirectpage20180521shigotosupporteryouseikouza.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/redirectpage20180521shigotosupporteryouseikouza.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/redirectpage20180501kourei61yousikikaitei.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/redirectpage20180501kourei61yousikikaitei.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/redirectpage20180501kourei61yousikikaitei.html
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

５．労働保険料の納付は口座振替が便利です 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 今年も６月１日から、労働保険料の納付（年度更

新）の手続が始まりますが、貴社ではどんな方法で

納付していますか。現金納付やインターネットバン

キングも可能ですが、口座振替がもっとも便利で 

す。 

 口座振替は、既に会社の口座を開設している金融

機関に申込をすることでご利用できるようになりま

す。手数料がかかりませんし、なにより通常の納期

限より最大約２カ月ゆとりができます。引き落とし

前にハガキでお知らせしますし、引き落とし後は、

結果をハガキでお知らせします。 

 この機会に、是非ご検討ください。 

 なお、口座振替については、申込締切日がありま

すのでご注意願います。詳しくは下記をご覧くださ

い。 

 

●労働保険料等の口座振替納付 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-

11200000-Roudoukijunkyoku/0000149893.pdf 

 

【お問合せ先】労働保険徴収課（022-299-8842） 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★バックナンバー 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-

roudoukyoku/1/140/141.html 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★メルマガ配信の停止・配信先の変更 

https://mdh.fm/BeUI/MemberMobile/MemberMobil

e?ReqID=member&CustID=N202Y9&MemberID=91311

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

・当メールマガジンは毎月１回の定期号に加えて、 

 臨時号を随時配信します。 

・新規登録されると、登録翌日の午前10時に最新刊 

 を配信します。 

・文字は、１行の文字数が23文字以上となる大きさ 

 で、かつＭＳゴシックなどの等幅フォントでご覧 

 ください。 

・登録していないにも関わらず本メールが配信され 

 た場合は、他の方が間違えて登録した可能性があ 

 りますので、上記の配信停止の手続きをお願いし 

 ます。 

・当メールマガジンの送信元アドレスは、送信専用 

 となっており、返信できません。 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149893.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149893.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/140/141.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/140/141.html
https://mdh.fm/BeUI/MemberMobile/MemberMobile?ReqID=member&CustID=N202Y9&MemberID=91311
https://mdh.fm/BeUI/MemberMobile/MemberMobile?ReqID=member&CustID=N202Y9&MemberID=91311
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・携帯メールには対応しておりません。 

・当メールマガジンの内容の全部または一部につい 

 ては、私的使用または引用など著作権法上認めら 

 れた行為として、出所を明示することにより、引 

 用、転載、複製を行うことができます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【配信元】宮城労働局（雇用環境・均等室） 

  〒983－8585 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町１ 

         仙台第四合同庁舎 

  電話 022－299－8834 

  宮城労働局ホームページ 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/

